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右
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一 

 



 

最
近
、
生
糸
・
絹
織
物
製
造
業
者
、
流
通
段
階
に
お
け
る
問
屋
業
者
の
中
に
大
型
倒
産
や
工
場
閉
鎖
が
続
出 

 

し
、
零
細
経
営
者
の
中
に
は
、
自
殺
者
が
出
る
な
ど
、
大
き
な
社
会
問
題
と
な
つ
て
い
る
。 

一 

国
際
化
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
農
業
政
策
の
推
進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
政
府
は
生
糸
・
繭
等
の
農
産
物
価 

国
際
経
済
の
現
状
に
背
を
向
け
た
蚕
糸
価
格
安
定
制
度
は
、
以
前
の
よ
う
な
需
給
調
整
機
能
を
失
い
、
角
を
た

め
て
牛
を
殺
す
結
果
と
な
つ
て
い
る
。 

私
は
、
財
政
的
破
綻
を
来
し
て
い
る
我
が
国
の
生
糸
価
格
支
持
制
度
を
改
め
る
こ
と
が
今
日
の
中
小
・
零
細
企

業
を
救
う
と
の
立
場
か
ら
、
次
の
質
問
を
す
る
。 

こ
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
硬
直
化
し
た
一
元
輸
入
制
度
に
あ
る
。 

輸
入
生
糸
価
格
の
三
倍
も
す
る
国
産
生
糸
を
原
料
と
し
て
経
営
が
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
。 

蚕
糸
価
格
政
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

四 

こ
の
よ
う
な
古
い
糸
を
含
め
大
量
の
在
庫
を
事
業
団
は
か
か
え
て
い
る
が
、
適
正
在
庫
（
こ
の
場
合
、
政
令 

三 

蚕
糖
事
業
団
の
生
糸
在
庫
に
つ
い
て
、
私
の
調
査
に
よ
る
と
、
在
庫
総
量
十
四
万
五
千
俵
（
六
十
一
年
八
月

現
在
）
の
う
ち
、
五
十
四
年
度
分
、
約
二
千
四
百
俵
、
五
十
五
年
度
分
は
約
二
万
四
千
八
百
俵
が
保
管
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
う
し
た
古
い
糸
が
、
今
日
ま
で
何
故
放
出
さ
れ
て
い
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

臨
調
最
終
答
申
は
、
蚕
糸
砂
糖
類
価
格
安
定
事
業
団(

以
下
、
蚕
糖
事
業
団)

に
つ
い
て
、
制
度
の
抜
本
的
検

討
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
需
給
事
情
に
即
し
て
毎
年
度
の
行
政
価
格
を
見
直
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
、
現
状

は
そ
の
期
待
に
答
え
て
い
な
い
。 

ま
た
、
会
計
検
査
院
は
、
五
十
八
年
度
決
算
報
告
で
、
蚕
糖
事
業
団
に
関
し
、
特
記
事
項
と
し
て
、
問
題
点

を
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
の
要
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

格
政
策
の
あ
り
方
を
見
直
す
考
え
を
も
つ
て
い
る
の
か
ど
う
か
ま
ず
質
問
す
る
。 

四 

 



 

五 

蚕
糖
事
業
団
は
、
長
期
保
管
生
糸
の
た
め
約
二
千
億
円
に
近
い
長
期
借
入
を
行
つ
て
い
る
と
い
う
が
、
具
体

的
数
字
と
金
利
レ
ー
ト
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

私
は
、
去
る
十
一
月
四
日
、
生
糸
業
界
の
現
状
調
査
の
た
め
、
民
間
企
業
の
団
体
で
あ
る
横
浜
生
糸
問
屋
協

会
の
幹
部
と
懇
談
会
を
持
つ
た
。
そ
の
際
、
私
に
了
解
な
く
、
蚕
糖
事
業
団
の
職
員
が
終
始
身
分
を
隠
し
会
議

に
同
席
し
、
そ
の
内
容
を
逐
一
記
録
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
会
議
は
、
農
水
省
、
事
業
団
の
紹
介

で
設
定
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
私
自
身
の
申
し
込
み
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
民
間
企
業
の
団
体
で
あ

る
問
屋
協
会
が
事
業
団
職
員
の
出
席
を
要
請
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
し
て
や
私
が
求
め
た
も
の
で
は
な

い
。
農
水
省
の
指
導
の
も
と
に
出
席
し
た
の
か
、
事
業
団
の
判
断
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
そ
の
責
任
の
所
在
を 

で
認
め
ら
れ
て
い
る
買
入
限
度
数
量
、
三
万
俵
の
半
分
と
想
定
し
た
数
量
）
に
な
る
ま
で
に
は
、
ど
の
程
度
の

年
月
を
要
す
る
の
か
、
そ
の
計
画
、
見
通
し
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
特
別
勘
定
・
繰
越
欠
損
金
額
は
、
い
く
ら
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

八 

右
に
か
か
げ
た
行
為
は
、
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
共
同
行
為
の
認
可
を
受
け
な
け 

七 

日
本
器
械
製
糸
工
業
組
合
は
、
加
盟
組
合
員
に
対
し
六
十
一
年
九
月
二
十
九
日
理
事
長
名
で
「
生
糸
・
生
産

並
び
に
出
荷
の
緊
急
調
整
に
つ
い
て
お
願
い
の
件
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
通
知
し
た
。 

｢(

前
文
略)

九
月
二
十
九
日
、
工
業
組
合
正
・
副
理
事
長
会
議
を
開
催
し
検
討
し
た
結
果
、
行
政
当
局
の
ご 

 

指
導
も
あ
り
緊
急
の
措
置
と
し
て
、
各
組
合
長
に
対
し
、
取
敢
え
ず
、
十
月
度
の
生
産
・
出
荷
を
再
検
討
願
い

『
前
年
度
に
対
し
二
〇
％
以
上
の
減
産
』
の
目
標
に
操
業
の
修
正
を
お
願
い
致
し
、
併
せ
て
納
会
へ
の
渡
し
物
の 

 
 

 
 

一
層
の
自
粛
を
要
請
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。
（
後
文
略
）
」
と
通
知
し
て
い
る
。 

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
も
し
行
政
官
庁
の
指
導
が
あ
れ
ば
、
か
か
る
行
為
は
法
令
違
反
を
免
れ
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 同

主
旨
の
通
知
は
、
こ
の
他
に
も
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
る
が
、
独
禁
法
上
問
題
は
な
い
か
。 

六 

 



 

九 

最
近
の
生
糸
・
乾
繭
先
物
取
引
所
の
現
状
を
見
る
時
、
市
場
管
理
要
綱
、
受
託
業
務
指
導
基
準
に
反
し
た
行

為
が
、
ま
か
り
通
つ
て
い
る
と
の
指
摘
が
多
い
。 

十 

本
年
十
月
二
十
九
日
、
前
橋
、
豊
橋
乾
繭
取
引
所
は
、
理
事
長
名
で
取
引
員
に
対
し
「
売
買
取
引
の
受
託
の

適
正
化
に
つ
い
て
」
の
通
達
を
出
し
た
。
こ
の
中
で
、 

(一 ) 

や
む
を
得
ず
仮
名
を
使
用
し
て
受
託
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
は
承
諾
書
に
実
名
を
明
記
さ
せ
、
売
買
取
引 

れ
ば
で
き
な
い
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
組
合
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
取
扱
い
と
な
つ
て
い
る
の

か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

本
年
九
月
十
一
日
、
横
浜
、
神
戸
、
前
橋
、
豊
橋
の
四
取
引
所
が
、
特
定
の
大
手
取
引
員
に
対
し
、
監
査
を

行
つ
た
こ
と
は
、
事
実
か
、
事
実
な
ら
ば
そ
の
目
的
、
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
認
可
を
得
て
い
な
い
組
合
が
、
か
か
る
行
為
を
行
う
こ
と
は
、
一
般
論
と
し
て
許
さ
れ
る
も
の
か
ど

う
か
、
当
局
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

七 

 



 

十
一 

私
の
調
査
で
は
、
横
浜
、
神
戸
、
前
橋
、
豊
橋
の
四
取
引
所
で
特
定
の
大
手
取
引
員
が｢

受
託
業
務
指
導 

(二 ) 

ア
キ
口
座
及
び
他
人
名
儀
を
使
用
す
る
受
託
は
行
わ
な
い
こ
と
。 

な
ど
を
求
め
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
取
引
の
前
提
と
し
て｢

受
託
業
務
指
導
基
準｣

で
明
記
さ
れ
て
い
る
事

項
で
あ
る
。
何
故
、
改
め
て
こ
の
よ
う
な
通
達
を
す
る
の
か
。
こ
の
背
景
に
は
、
市
場
秩
序
を
乱
す
行
為
が
あ

る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
自
粛
を
求
め
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。 

失
わ
し
め
て
い
る
例
が
あ
る
。 

準｣
｢

市
場
管
理
要
綱｣

に
反
し
て
、
融
資
の
斡
旋
、
仮
名
口
座
、
名
儀
貸
し
等
の
行
為
を
行
い
取
引
の
公
正
を 

の
主
体
を
明
確
に
す
る
こ
と
。 

当
局
は
、
こ
の
事
態
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、
ど
う
対
応
し
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
長
期
間
に
わ
た
つ
て
実
質
的
建
玉
制
限
を
上
回
る
取
引
を
行
う
な
ど
の
行
為
は
健
全
な
運
営
と
は
言 

ま
た
、
通
産
省
所
管
の
取
引
所
で
は
、
か
か
る
通
達
を
行
つ
た
例
が
あ
る
か
答
え
ら
れ
た
い
。 

八 

 



 

十
二 

委
託
者
に
と
つ
て
現
在
資
金
を
預
か
る
取
引
員
の
財
務
内
容
や
経
営
状
態
を
判
断
す
る
手
段
は
、
皆
無
に

等
し
い
。 

あ
ま
つ
さ
え
、
仕
手
筋
と
一
体
に
な
り
生
糸
価
格
安
定
対
策
を
利
用
し
、
こ
の
制
度
を
仕
手
の
救
済
措
置
に

利
用
し
た
こ
と
は
暴
挙
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
が
ま
か
り
通
る
な
ら
ば
商
品
先
物
市
場
の
健
全
な
発
展
は

望
め
ず
、
取
引
の
公
正
さ
は
保
証
さ
れ
ず
、
商
品
先
物
市
場
の
衰
退
に
つ
な
が
る
こ
と
は
、
自
明
の
理
で
あ 

 

る
。 行

政
当
局
は
、
仕
手
筋
を
排
除
し
、
健
全
な
市
場
運
営
を
図
る
た
め
取
引
員
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
指
導
を

行
つ
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

い
が
た
い
。 

通
産
省
は
、
東
京
工
業
品
取
引
所
の
取
引
員
に
対
し
、
そ
の
信
頼
性
を
高
め
る
た
め
、
取
引
員
の
経
営
内
容 

安
心
し
て
取
引
員
に
委
託
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
商
品
市
場
の
発
展
に
不
可
欠
で
あ
る
。 

九 

 



 

 

一
〇 

に
つ
い
て
公
認
会
計
士
の
監
査
制
を
採
用
し
て
い
る
。 

農
水
省
所
管
の
取
引
員
に
は
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
る
の
か
、
今
後
ど
う
い
う
方
針
で
臨
む
の
か
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


